
秋田市商工業振興条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第22号

秋田市商工業振興条例施行規則の一部を改正する規則

第１条 秋田市商工業振興条例施行規則（昭和58年秋田市規則第15号）の

一部を次のように改正する。

第３条第１項第１号および第３号から第６号までの規定中「令和８年

３月末日」を「令和10年３月末日」に改める。

第２条 秋田市商工業振興条例施行規則の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「第６号」を「第５号」に改め、同項中第２号を削り、

第３号を第２号とし、同項第４号中「次に掲げる」を「期間の定めのな

い労働契約を締結した従業員にあっては50万円（当該従業員が秋田県外

から市に転入をしたものである場合にあっては、その額に25万円を加え

た額）を、期間の定めのある労働契約を締結した従業員にあっては10万

円をそれぞれ１年以上使用した当該従業員の数に乗じて計算した」に改

め、同号アおよびイを削り、同号を同項第３号とし、同項中第５号を第

４号とし、第６号を第５号とし、同条第３項中「第６号」を「第５号」

に改める。

別表を次のように改める。

別表 用地取得助成金交付率算定表（第３条関係）

ア 条例第２条第１項第１号から第３号までおよび第８号に係る認定

事業者

常時使用する 19人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 80人 90人

従業員の 以下 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

投下固定 数 29人 39人 49人 59人 69人 79人 89人



資産総額 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

５億円以下 10％ 12％ 15％ 17％ 20％ 22％ 25％ 27％ 30％

５億円超10億円以 11％ 14％ 17％ 20％ 23％ 26％ 29％ 32％ 35％

下

10億円超20億円以 12％ 15％ 19％ 22％ 26％ 29％ 33％ 35％ 40％

下

20億円超30億円以 14％ 17％ 21％ 25％ 28％ 32％ 35％ 40％ 40％

下

30億円超40億円以 16％ 20％ 24％ 28％ 32％ 35％ 40％ 40％ 40％

下

40億円超50億円以 18％ 22％ 26％ 31％ 35％ 40％ 40％ 40％ 40％

下

50億円超 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 40％ 40％ 40％ 40％

イ 条例第２条第１項第４号および第５号に係る認定事業者

常時使用する 19人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 80人 90人

従業員の 以下 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

投下固定 数 29人 39人 49人 59人 69人 79人 89人

資産総額 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

１億円以下 10％ 12％ 15％ 17％ 20％ 22％ 25％ 27％ 30％

１ 億 円 超 １ 億 11％ 14％ 17％ 20％ 23％ 26％ 29％ 32％ 35％

5,000万円以下

１億5,000万円超 12％ 15％ 19％ 22％ 26％ 29％ 33％ 35％ 40％

２億円以下

２ 億 円 超 ２ 億 14％ 17％ 21％ 25％ 28％ 32％ 35％ 40％ 40％

5,000万円以下

２億5,000万円超 16％ 20％ 24％ 28％ 32％ 35％ 40％ 40％ 40％

３億円以下



３ 億 円 超 ３ 億 18％ 22％ 26％ 31％ 35％ 40％ 40％ 40％ 40％

5,000万円以下

３億5,000万円超 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 40％ 40％ 40％ 40％

ウ 条例第２条第１項第６号および第７号に係る認定事業者

常時使用する ９人 10人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 80人

従業員の 以下 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

投下固定 数 19人 29人 39人 49人 59人 69人 79人

資産総額 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

５億円以下 10％ 12％ 15％ 17％ 20％ 22％ 25％ 27％ 30％

５億円超７億円以 12％ 14％ 17％ 20％ 23％ 26％ 29％ 32％ 35％

下

７億円超８億円以 15％ 18％ 21％ 24％ 27％ 30％ 33％ 35％ 40％

下

８億円超９億円以 17％ 20％ 23％ 26％ 30％ 33％ 35％ 40％ 40％

下

９億円超 20％ 23％ 26％ 30％ 33％ 35％ 40％ 40％ 40％

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、令和９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第２条の規定による改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、

前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に操業を開始する事業を行

う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、

なお従前の例による。


